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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（大瀧次男） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は22人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（大瀧次男） 本日諸般の報告については、

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（大瀧次男） 本日の会議は議事日程第３号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（大瀧次男） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

質問の順序は、抽せんにより村中浩明議員、東

健而議員、原田敏匡議員、住吉年広議員、工藤祥

子議員、浅利竹二郎議員、佐藤広政議員、杉浦弘

樹議員、鎌田ちよ子議員、佐賀英生議員、富岡直

哉議員、佐藤武議員の順となっております。

本日は、村中浩明議員、東健而議員、原田敏匡

議員、住吉年広議員、工藤祥子議員、浅利竹二郎

議員の一般質問を行います。

なお、今定例会における一般質問については、

「国内における重大な感染症の拡大状況下におけ

るむつ市議会の運営方針」に基づき、一般質問は

１人30分以内として時間制限が設定されておりま

すので、ご留意願います。

◎村中浩明議員

〇議長（大瀧次男） まず、村中浩明議員の登壇を

求めます。10番村中浩明議員。

（10番 村中浩明議員登壇）

（ ） 、 。〇10番 村中浩明 皆さん おはようございます

本日トップバッターを務めます会派未来への轍の

村中浩明でございます。むつ市議会第251回定例

会に当たり、通告に従いまして一般質問させてい

ただきます。市長並びに理事者各位におかれまし

ては、明快かつ前向きな答弁をよろしくお願いい

たします。

高等学校の卒業式も終わり、春の足音もようや

く聞こえてくる季節と思いきや、また寒さが逆戻

りして足踏みしている今日この頃です。しかし、

暖かい地方に比べれば、春が来る喜びは２倍も大

きいものであり、本当に雪国は忍耐力がより養わ

れる場所で、今年は特に雪が多く、市民の皆様は

大分苦労されたと思います。

先日行われた北京での冬季オリンピック、また

現在行われているパラリンピックでも、スキーや

スノーボードを使った競技がたくさん増えてい

て、本当に驚きました。今回は、メダルを取った

選手も多く、最後まで諦めず頑張っている選手の

姿を見て、どれだけ多くの勇気と力をもらい、感

動を得たでしょうか。大自然に囲まれ、雪が多い

このむつ下北からも、オリンピックに出場できる

選手が育つことを願っています。

そんな感動の余韻が残る中、ロシアがウクライ

ナに軍事侵攻するという内容が報道され、民間人

も多く犠牲になり、10日間で150万人以上の方が

避難している現状です。世界が衝撃を受け、胸の

痛みを感じています。一日も早く解決し、情勢が

よくなることを祈るばかりです。

それでは、質問事項の１項目め、ごみ出し支援

についてであります。令和４年１月末現在では、

、むつ市における65歳以上の人口は１万8,689人で
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総人口の34％です。2045年にはむつ市人口ビジョ

ンの国立社会保障・人口問題研究所推計人口及び

シミュレーション１では、40％を超える予測とな

っております。高齢化や核家族の進展等に伴い、

高齢者の世帯が増加するにつれ、家庭からのごみ

出しに苦労する方々が増加していることが全国的

な課題となってきています。全国の自治体では、

そのような方々のお宅を個別に収集に伺う支援を

行うところが増えてきました。

全国の自治体における高齢者のごみ出し支援制

度の導入状況は、平成30年度のアンケート調査で

は、全体の23.5％の387自治体で導入され、さら

に令和２年度追加アンケート結果 34.8％の417自、

治体で高齢者のごみ出し支援制度が導入されてい

ます。現在導入をしていない自治体においても導

入を検討し、将来的に導入するとした自治体が

24.5％あり、今後も高齢者のごみ出し支援制度を

導入する自治体が増えることが予想されます。

私は、むつ市内でもこのような需要があると考

えております。そこで、高齢者ごみ出し支援につ

いてお伺いいたします。

質問の１点目は、自力でごみ出しができない方

々の現状について、これまでの市の取組や現在ご

み出しに苦労する方々はどのような対応をしてい

るのかお伺いします。

質問の２点目は、ごみ出しに苦労する方々のニ

ーズを把握しているのかお伺いします。

質問の３点目は、ニーズに応えるべく市でも戸

別回収を行うことはできないかお伺いいたしま

す。

２項目めは、図書館の利便性向上についてであ

ります。文部科学省によりますと、近年生活環境

の変化や様々なメディアの発達、普及などを背景

として、国民の読書離れ、活字離れが指摘されて

います。読書することは、考える力、感じる力、

、 、表す力などを育てるとともに 豊かな情操を育み

全ての活動の基礎となる価値、教養、感性など、

生涯を通じて涵養していく上でも極めて重要であ

ります。このように見たとき、本を読む習慣、本

を通じて物事を調べる習慣を子供の時期から確立

していくことの重要性が改めて認識されます。そ

のためには、学校教育においても、家庭や地域と

連携しながら、読書の習慣づけを図る効果的な指

導を展開していく必要があると思います。

子供にとっての本との出会いは、家庭から始ま

ります。特に乳幼児は、家族から読み聞かせても

らうことにより、愛情を感じながら本の楽しさに

出会います。子供が読書に対して関心が持てるよ

う、家族みんなで取り組むことがとても大切であ

ると思います。

そこで質問の１点目、電子図書サービスについ

てであります。電子図書とは、いつでも、どこで

も利用できる図書館で、皆さんがお持ちのスマー

トフォンやパソコン、タブレットで、インターネ

ットを通じて電子書籍の検索、貸出し、返却、閲

覧ができることです。図書館の休館日や閉館時間

に関係なく、24時間365日閲覧でき、日頃図書館

を訪れる機会の少ない人やコロナ禍で外出を控え

ている方、移動の難しい人の利用も想定されてい

ます。

2022年１月現在で電子図書館サービスを実施し

ている図書館は、272の自治体が導入していて、

県内では2020年、おいらせ町立図書館、2021年に

は三沢市立図書館、今年に入り、青森県立図書館

も電子図書館サービスの運営を始めました。今後

図書館の利便性向上に向けて、当市でも検討し、

導入する考えはないかお伺いいたします。

以上、２項目４点、壇上からの質問とさせてい

ただきます。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 村中議員のご質問にお答え
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いたします。

ごみ出し支援についてのご質問の１点目、自力

でごみ出しができない方の現状について及びご質

問の２点目、ごみ出しに苦労する方々のニーズ把

握については、関連がありますので、一括してお

答えいたします。

市では、環境省事業の「高齢化社会に対応した

ごみ出し支援の試行・実証のためのモデル事業」

で、令和元年12月と令和２年１月の２か月間、高

齢者30世帯を対象に、玄関先などから家庭ごみを

回収する事業を行いました。対象となった方は、

通常ご不便を感じながらも収集場所に運んでいる

方やホームヘルプサービスを利用している方、ご

近所の方に協力していただいている方等で、モデ

ル事業終了後は事業開始前の方法でごみ出しをさ

れているものと考えております。

事業終了後のアンケートでは、ご回答いただい

た26名中24名から「とても満足 、２名の方から」

「少し満足」という回答をいただいておりますの

で、このような支援に対する潜在的なニーズはあ

ると考えております。

次に、ご質問の３点目、戸別回収を行うことは

できないのかとのご質問にお答えいたします。む

つ市で行ったモデル事業等を経て、環境省では令

和３年３月 「高齢者ごみ出し支援制度導入の手、

引き」を作成し、公表しております。市では、こ

れを参考に、導入について検討を進めてまいりた

いと考えております。

また、導入の時期につきましては、新ごみ処理

施設の供用開始時に収集ルート等の変更もありま

すことから、それらと併せて実施してまいりたい

と考えておりますので、ご理解賜りたいと存じま

す。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

（阿部謙一教育長登壇）

〇教育長（阿部謙一） 村中議員の図書館の利便性

向上についてのご質問、電子図書サービスについ

てお答えいたします。

電子図書サービスは、専門事業者と契約し、電

子書籍を利用者に一定期間貸し出すサービスで、

インターネット環境さえあれば、来館せずに利用

できるサービスであります。事業者が提供するコ

ンテンツや契約形態は、それぞれに特色がありま

すことから、導入図書館の事例を参考に調査研究

してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜

りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 10番。

〇10番（村中浩明） ご答弁ありがとうございまし

た。

高齢者のごみ出し支援について再質問いたしま

す。先ほどの答弁で、国のモデル事業を行ったと

のことでありましたが、その概要とアンケート調

査についてお知らせください。

〇議長（大瀧次男） 民生部長。

〇民生部長（杉澤一徳） お答えいたします。

環境省のモデル事業は、足腰の衰え等でごみ集

積所までごみを運ぶことが困難となるなど、全国

的に家庭ごみのごみ出しに苦労する世帯が増加し

ている現状を踏まえ、衛生的で快適な市民生活を

維持するため、高齢化社会に対応したごみ処理体

制を構築することが課題となっておりますことか

ら、課題やニーズの把握のため行ったものでござ

います。

令和元年８月に応募し、９月に採択になったも

のでございまして、利用者の選定は地域包括支援

センター及び在宅介護支援センターから推薦をい

ただいた65歳以上の単身世帯や高齢者のみの世

帯、計30世帯を対象に２か月間行い、最初の１か

月は週に１度、２か月目は週に２度回収を行いま

した。回収時にごみが出されていない場合は、声

がけをするなどして見守りの役割も含んだ事業と

なっておりました。
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また、事業後のアンケートでは、回答をいただ

いた全ての方が 「とても満足 「少し満足」と、 」

いう評価となりました。正式に事業を実施する場

合、利用したいという方が26世帯中25世帯、有料

でも利用したいという世帯が13世帯ありました。

実施の感想といたしましては 「転ぶ心配もなく、

安心して利用できました 「とてもありがたいで」

す」などの感想をいただいております。

以上となります。

〇議長（大瀧次男） 10番。

〇10番（村中浩明） ありがとうございました。ア

ンケートでもニーズが高いことが分かります。

全国では、既に高齢者のごみ出し支援を行って

いる自治体が増えてきているようですが、いろい

ろな問題点もあるようです。どのような問題点が

あるか、分かっていればお知らせください。

〇議長（大瀧次男） 民生部長。

〇民生部長（杉澤一徳） お答えいたします。

既に事業を開始している自治体では、課題とし

て認定基準の難しさが挙げられています。買物や

運転はできるが、ごみ出しはできないといったケ

ースがあるようで、審査時に苦労しているようで

す。また、事業を始めるに当たっては、予算の確

保、人員の確保、車両の確保等も課題となるもの

と考えております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） 10番。

〇10番（村中浩明） ご答弁ありがとうございまし

た。

新ごみ施設の供用開始時には、事業を始めたい

とのことでありましたが、冬期間は坂が多い地域

では凍結して滑りやすく、転倒してけがをする危

険もあり、特にごみ出しに苦労される方が多いよ

うです。可能であれば、冬期間だけ戸別回収をす

るとか、開始時期を早めることも可能だと考えて

いますので、要望して終わります。

それでは、電子図書サービスについて再質問い

たします。令和２年度図書館利用人数は３万

8,045人 前年比の82.3％ そして利用冊数は15万、 、

6,816冊、前年比の100.6％と把握しております。

そこで、利用者の年代別の利用状況はどのように

なっているかお伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（角本 力） お答えいたします。

昨年度、令和２年度の年代別利用人数、こちら

は全て延べ人数ということになりますけれども、

ゼロ歳から６歳までは1,701人、７歳から12歳ま

では4,533人、13歳から18歳までは978人、19歳か

ら29歳までは1,435人、30歳から39歳までは

3,828人、40歳から49歳までは4,972人、50歳から

、 、59歳までは4,374人 60歳から69歳までは8,364人

70歳以上は7,860人となっております。

〇議長（大瀧次男） 10番。

〇10番（村中浩明） ありがとうございました。

やはり幼児から小学校、また中学校、高校、そ

して大学生、主に30代までの利用者が少ないよう

であります。

最近本を読みましたか、またそれはどんな本で

。 。しょうか 読書離れは現在の課題となっています

文化庁の平成30年度の調査によると 47.3％が １、 「

か月に一冊も本を読まない」と回答しました。そ

の一方 読書量を増やしたい という人が60.4％、「 」

を占めることも分かっています。いかに本に触れ

る機会を増やしているか、どのようにして読書に

親しんでもらうか、利便性向上のためにも電子図

書の導入は、コロナ禍をきっかけに全国で急速に

進んでいます。自動音声による読み上げ機能や字

、 、の大きさ調節 視覚に障害のある人も使いやすく

そして返却期間が来ると、図書館に出向かなくて

も自動的に返却される、そのようなメリットも多

くあります。より多くの人が図書館に足を運び、

また読書に興味を持つきっかけとなる電子図書サ
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ービスの導入の検討をお願いいたします。

さて 令和３年で引退となります移動図書館 ほ、 「

ほえみ号」が来週末で「さよなら ありがとう！

「ほほえみ号 」として引退式をされると伺って」

おります。本当にお疲れさまでした。令和４年度

、 。には 新しくなった移動図書館が市内を走ります

これからも市民に親しまれ、多くの方が利用され

ることを願います。

これで私の一般質問を終わります。ありがとう

ございました。

〇議長（大瀧次男） これで、村中浩明議員の質問

を終わります。

、 。ここで 午前10時35分まで暫時休憩いたします

午前１０時２２分 休憩

午前１０時３５分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎東 健而議員

〇議長（大瀧次男） 次は、東健而議員の登壇を求

めます。４番東健而議員。

（４番 東 健而議員登壇）

〇４番（東 健而） おはようございます。市誠ク

ラブの東健而です。質問時間１時間が、今回30分

になりました。経済に対する世界情勢は、刻々と

変化しています。これにより、通告したときの内

容が増減し、少し変わり、断片的になりますが、

質問に変わりはありませんので、お許しいただき

たいと思います。

、 、それでは むつ市議会第251回定例会に当たり

通告どおり簡単に１項目３点の一般質問を行いま

す。

質問の項目は、経済対策についてであります。

１点目、市経済の現状について、新型コロナウイ

ルスの情勢が刻々と変化し、またロシアのウクラ

イナへの軍事侵攻で、世界中の人々は生き延びる

、 、 。ため必死に知恵を絞り 考え また悩んでいます

以前の質問でも引用しましたが、横浜港の大黒埠

頭に接岸したダイヤモンド・プリンセス号から始

まった新型コロナウイルスの感染は、それから逐

次変異を遂げ、人々は今は感染力の強いオミクロ

ン株の恐怖にさらされています。そして、これが

さらにオミクロンステルスＢＡ.２株というさら

に感染力の強いウイルスに変異しつつあることが

研究者の間から聞こえるようになってきました。

現在国全体では、オミクロン株は重症化率が低

いと言われながら、お年寄りや基礎疾患のある人

にとっては油断できず、亡くなる人の数が少しず

つ増えてきました。一方で、ワクチン３回目の接

種の効果が出て、感染が収まってきたのではない

かという専門家の声も出てきて、見たところ、統

計上感染も縮小の傾向にありながら、現在高止ま

り傾向が心配されています。

しかし、当市では感染が拡大し、クラスターだ

けでなく感染源が特定できない新規の感染者が出

ています。市民は警戒感を強め、自宅に籠もり、

また働く場所も狭められ、収入の激減、物価高が

追い打ちをかけ、生活不安から希望の持てない生

活を強いられるようになってきました。

さて、現在市経済の足を引っ張っているのは、

申すまでもなく新型コロナウイルスの感染拡大と

原油の値上がり、それにウクライナに対する軍事

侵攻で、世界的な戦争不安が加わり、それがイン

フレ圧力の強まりとなって、世界経済が減速傾向

にあります。新型コロナウイルス感染は、沈静化

しつつあると思っていても、ウイルスの変異でア

ルファ株、ベータ株、デルタ株、そしてオミクロ

ン株となり、これからより感染力の強いオミクロ

ン株派生型ＢＡ.２株が仙台市で２人確認された

、 、ということで 専門家は今後これがさらに変異し
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第７波に置き換わるのではないかというコメント

を発しています。

そして２月22日 大阪府でもこの派生型ＢＡ.２、

ウイルスに13人が感染していたと吉村知事が記者

団に明らかにしました。感染拡大も第６波になっ

て、とうとう３年目に入り、経済対策がうまくい

かない中で、今後もコロナ対策に明け暮れる暮ら

しになっていくのでしょうか。今年もコロナが今

後どのようになっていくのか、全く見通しが立た

ない現状であります。

その他にサプライチェーンの問題があります。

それが今なお解消せず、日本企業の多くが影響を

受け、市の建設業界でも資材が値上げされ、供給

が遅延し、公共工事や民間企業の住宅建築も遅れ

ぎみとなり、仕事がはかどらず、これも経済の足

かせとなっています。

、 、さて 私はさきのむつ市議会第250回定例会で

石油の値上がりによって物価高になり、経済のイ

ンフレの圧力が高まっていると指摘しました。そ

れが現実となり、現在電気、ガス、食料品など、

生活にまつわるあらゆる分野でじりじり値上げが

発表されるようになってきました。この分では、

、 、燃料を原油に依存していることから 輸送コスト

輸出入コスト、商品の生産コスト、販売コストな

どが上昇してきましたので、全てのものが価格に

転嫁され、物価高、ひいては経済インフレの圧力

はますます増大していくことは明白であります。

、 、市民は 自分の懐に直接響く出費が増えるため

品定めや少量の商品買いに走り、なるべく出費を

、 、抑える工夫を講ずるようになり 不買傾向に傾き

これが経済の縮小へとつながりつつあります。特

に石油に依存している業種などは、値上げの抑制

ができなくなって、物価に転嫁するのもやむを得

ないという話をしています。原油の値上げと連動

し、今後どの程度の上げ幅になっていくのか、見

通しのつかない状況であります。

これを評して、多くの経済学者たちは、石油の

値上がりがどんどん続き、物価の上昇を止められ

ない今、経済を活性化するには物価の上昇に見合

った給与や報酬の値上げが必要と発信していま

す。しかし、今その値上げ幅が決められるわけが

。 。ありません まだまだ物価が上昇傾向にあります

コロナで市民活動が鈍くなっている現在、果たし

て報酬アップのみが経済を回す特効薬になるのか

どうかは未定であります。一部の人たちを優遇し

ても、それが内部留保になり、経済の活性化に結

びつかない状況が続いていくのではないでしょう

か。

さて、今特に必要なことは、弱者と言われてい

る人たちの救済対策であります。今のままの状況

が続けば、市民の多くは物価の上昇で悩まされ、

経済的、社会的にも余裕を持てなくなり、生活必

需品も買えない時代に至って、ますます追い詰め

られていきます。市民が生活防衛のために出費を

抑える方向へかじを切るようになったら、市経済

の立て直しもおぼつかなくなり、ひいては社会全

体にブレーキがかかり、市の経済鈍化は自明の理

となります。

加えて、昨年の突然の大雨被害による河川災害

、 。は 市の災害復旧費の大出費につながっています

市長は国や県の援助資金を活用し、何とか難題を

克服しようと努力されていますが、行政負担の増

大はいかんともし難く、補正予算を組んでいます

が、税収の悪化が指摘され、経済状況は悪化の一

途をたどっているように見えます。

以上、市の経済全般の状況を私見を挟んで述べ

、 、させていただきましたが 市民はコロナで孤独感

孤立感が強まり、長期にわたっての忍耐に我慢し

切れなくなってきています。今３回目の接種が進

んでいます。また、用意が整い、５歳から11歳、

12歳から64歳までの接種も考えているようであり

ますが、接種を急いでいただくとともに、そろそ
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ろ経済回復の施策を考えるべきと考えます。

そこで市長は、現在の世界情勢を踏まえ、市の

コロナ情勢と経済の見通しについてどのように考

えているのか、ご意見をお聞かせいただきたいと

思います。

２点目、市の業種ごとの経済統計について。経

済の状況を調べ、その目的指標を得るには、当市

の産業構造ごとに、それに携わっている人たちの

実態を把握する必要があります。当市では、これ

らの業種ごとの営業状況について、どのように調

査統計を用いて集計しているのか、まずお尋ねい

たします。

しかも、それに基づきどう市の経済状況を判断

し、どのように活用しているのか、現状をお伺い

いたします。

３点目、第一次産業の対策として、もう５年前

になりますが、横浜町の海岸一帯に400トンのイ

ワシが打ち上げられた新聞報道がありました。こ

のとき私は、退院後の定期検査のため青森県立中

央病院へ向かっておりましたが、猛吹雪の中、強

烈な悪臭が漂い、走っている車の中に入ってきま

した。私は、こんな臭いは初めてで、強烈な吐き

気を覚えたことを思い出します。また、昨年の令

和３年12月には、イワシが４キロにわたり死んで

海に浮かんでいるのが見つかり、また今年の２月

22日の東奥日報に、今月中旬から再び横浜町の源

氏ヶ浦と横浜町南部の海水浴場の砂浜に多くのイ

ワシが打ち上げられているのが報道され、３月７

日、本日ですが、そのイワシを回収する記事を見

ましたが、海水の低水温が要因と推測されている

ようであります。

最近の海の中がおかしくなってきている証拠と

思いますが、川内地区の第一次産業であります漁

業も、最近では海水温の上昇や低水温の影響など

でホタテが成貝になる時期に大半が死滅する状況

が続いています。昨年、一昨年も年末には成貝の

死滅が発生、出荷できず、漁業者の方々は厳しい

打撃を受け、収入減につながっています。かろう

じて春先の稚貝や半成貝の生産出荷、ナマコの水

揚げ、共済金などで急場をしのいでいるのが現状

です。このままでは対策も難しく、漁業から離れ

る漁業者も出てくるのではないかと大変心配であ

ります。これらは地球温暖化や気候変動による影

響だと思いますが、第一次産業が追い詰められて

きています。税金納入の優等生だった漁業が税金

を納められなくなれば、市として大打撃になりま

す。一方、資材価格の高騰は、漁業ばかりではな

く、第一次産業の全ての方々の事業経営の悪化を

招いています。市経済の基盤再生、悪化を乗り越

えるために救済措置が必要と思いますが、市長は

市の一次産業の窮状をどのように認識しておられ

るのかお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 東健而議員のご質問にお答

えいたします。

経済対策についてのご質問の１点目、市経済の

現状についてでありますが、市では昨年９月の新

型コロナウイルス感染症ワクチン大規模接種以

、 。降 切れ目なく経済対策を実施してまいりました

しかし、徐々に回復の兆しが見えてきた市内経済

も、原油価格の高騰によるガソリン価格等への影

響はもとより、新型コロナウイルス感染症の急拡

大によって、再び大きな打撃を受けるに至ってお

ります。

市内経済回復のためには、市民の皆様一人一人

の活動が活発になることが必須であり、現在の感

染症拡大傾向の中で経済対策を実施することは難

しいことから、感染症の終息時期を見極め、必要

な対策を国の地方創生臨時交付金などを財源に実

施することとしておりますので、ご理解を賜りた
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いと存じます。

次に、ご質問の２点目、市の業種ごとの経済統

計についてお答えいたします。経済統計調査は、

経済、農林業、漁業の各業種ごとの国が主体とな

って実施する統計調査がありますが、これらは５

年ごとの実施となりますことから、国の地域経済

分析サイトであるＶ―ＲＥＳＡＳの活用や、独自

のアンケート調査を行うことなどで市内の経済状

況を把握し、経済施策の立案に反映させておりま

す。

次に、ご質問の３点目、第一次産業の対策につ

いてお答えいたします。市の基幹産業である一次

、 、産業においては 東議員が心配されているように

新型コロナウイルス感染症や気候変動、資材価格

の高騰など、生産者自らの力では解決し難い影響

を大きく受けていることから、力強い回復の基盤

を築くべく、まずはあんしん生産者応援金事業に

より、影響を受けた一次産業の皆様の緊急支援に

努めたところです。

また、令和４年度当初予算案の農林水産業費に

おいて、夏秋いちご収益力アップ事業、豊かな森

づくり補助金、草地畜産基盤整備事業、水産物供

給基盤機能保全事業などの事業を計上するととも

に、その他の経済対策と同様に感染の終息を見極

めつつ、新たに反転攻勢策を講じ、一次産業の皆

様の経営基盤の強化に取り組むこととしており、

改めて対策を発表いたしますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（大瀧次男） ４番。

〇４番（東 健而） ありがとうございました。

１点目の経済の現状につきましては、再質問し

たいと思っていましたが、ご答弁が大方共有でき

るように聞きましたので、市民に寄り添った施策

をお願いしておきたいと思います。

２点目ですが、市の経済統計は年ごとの経済状

況の判断のためには必要事項であります。５年ご

とに行われると言っておられましたけれども、や

はり今の経済状況を考えた場合は、１年ごとに着

実に実施して、それを利用するような体制を考え

ていただきたいと思います。

３点目については、２点目の経済統計で、現在

の一次産業の状態をどのように捉えているかとい

うことですが、今までも適宜対策を講じていただ

いてきました。これからも二次産業や三次産業へ

の影響が毎年のように顕著に現れてまいります。

そのためには、市の経済が萎縮しないような対策

をお願いしておきます。再質問はございません。

。 、最後に１点だけ要望しておきます 21世紀の今

ロシアがウクライナに侵攻、世界中の多くの人々

が注目し、反対しているのをよそに、自国民の言

論の自由を封殺、マスメディアを追い出し、いつ

終わるか分からない残忍な侵略戦争を繰り広げて

います。市長は、市の経済を立て直すため、これ

から大変難しいかじ取りを迫られると思います。

できれば市民に寄り添い、市民の期待に応えると

いう基本理念に基づいた施策の実行を要望し、質

問を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。

〇議長（大瀧次男） これで、東健而議員の質問を

終わります。

、 。ここで 午前11時５分まで暫時休憩いたします

午前１０時５４分 休憩

午後１１時０５分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎原田敏匡議員

〇議長（大瀧次男） 次は、原田敏匡議員の登壇を

求めます。18番原田敏匡議員。

（18番 原田敏匡議員登壇）
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〇18番（原田敏匡） おはようございます。18番、

会派未来への轍の原田敏匡です。むつ市議会第

251回定例会において一般質問を務めさせていた

だきます。

今年度をもって退職される職員の皆様には、こ

れまで長きにわたり変化に富んだ時代を支え、尽

力されてきたご功績とご労苦に対し、心から敬意

を表する次第であります。これからも地域発展の

ためにご尽力をいただき、これからの人生が充実

したものであるよう、ご活躍とご健勝を心からご

祈念申し上げます。

今回は、宮下市長の任期中最後の定例会であり

ますので、宮下市政のこれまでとこれからの歩み

についての１項目３点について質問いたします。

初めに１点目、市長就任からこれまでの所感に

ついて質問いたします。宮下市長は、就任からこ

れまで、父である前市長の遺訓を胸に、世の中の

流れ、市民の声を酌み、地域を暮らしやすくする

政策を実行し続けてきました。中には、国・県の

施策を先取りしたものもあり 多くの市民から 助、 「

かった 「頼もしい」といった声を聞きます。一」

方で、政策として掲げてはいたものの、施策の策

定まで至らず、その過程において様々な苦悩や葛

藤があったことと思います。

そこで、令和４年度一般施政方針の中でもこれ

までの８年間の思いの一端を述べる場面がありま

したが、改めて市長就任からこれまでの所感につ

いてお伺いします。

２点目は、ＭＡＮＩＦＥＳＴＯ ’２０１８で

掲げた選挙公約７項目の成果と評価についてで

す。任期の約半分を新型コロナウイルス感染症の

対応に追われ、非常に厳しい市政運営が続いた宮

下市長の２期目も終盤を迎えた現在、市長が掲げ

た７つの選挙公約の達成状況、またその結果につ

いてどのように分析し、評価されているのかお伺

いします。

３点目は、３期目出馬についてです。本年６月

28日の任期満了に伴うむつ市長選、その告示まで

３か月を切りました。宮下市長は、現在まで３期

目出馬について表明されておりませんが、改選に

向けての考えについてお伺いします。

以上、１項目３点につきお伺いいたします。

これで壇上からの質問は終わります。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 原田議員のご質問にお答え

いたします。

まず、宮下市政のこれまでとこれからの歩みに

ついてのご質問の１点目、市長就任からこれまで

の所感についてお答えいたします。

まず、このような質問をしていただきありがと

うございます。私自身がこの８年間を振り返るき

っかけともなりました。８年間を一言で言い表す

、 。 、ことは難しく 様々なことが駆け巡ります ただ

一日一日を大切にし、感性と理論のバランスで毎

日決断をし続けた８年だったと考えています。厳

しい決断も多く、なかなか決められないこともあ

りましたが、一貫して声を大事にしてきました。

市民の皆様の声はもちろん、部下職員の声、市議

会の皆様からいただいた声、そして未来の市民か

らの声なき声であります。

ご指摘いただいたように、まだ完結していない

施策や結果があろうかと思いますけれども、何よ

りもその評価というものは自分自身でするもので

はないと考えております。自分としては、精いっ

ぱい務めを果たしていると考えています。

また、一貫して大切にしてきたのが発信であり

ます。広報を通じた発信と報道を通じた発信の両

、 、方について その役割の違いを深く自覚しながら

市民の皆様とのコミュニケーションの一環として

精度を高めてきました。広報を通じた発信は、ユ

ーチューブの62ちゃんねるなどの成長のとおりで
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ありますが、報道を通じた発言が、人口５万人の

市の市長としては異例の取り上げられ方をするこ

ともありました 「ミヤネ屋」をはじめとするワ。

イドショーに連続して出演し、全国的な注目を集

めたときに感じたことは、こういう舞台が限界だ

ということではなく、まだまだできる、もっとも

っと言いたいことはあるというようなことであり

ました 「パフォーマンスである」というふうに。

私自身が誹謗中傷を受けることもあります。一方

で、小国ウクライナが大国ロシアにゼレンスキー

大統領のメディア戦略で対抗しているところを見

ても、小都市のむつ市が生き残る上で発信が欠か

せないことは、言うまでもないことであります。

今後は、さらに研さんを重ねていきたいとも考え

ています。声を大事にして発信を大切にするスタ

イルが確立された８年だと振り返っています。

ただ、この舞台をいつか降りるときに、それだ

けではなく 「わいにとって市長はこうだった」、

と多くの人たちから様々な評価がいただけるよう

に、最後まで存在感を発揮して務めを果たしてい

きたいと考えております。それが本物の政治家の

姿でないかと今は考えております。

次に、ご質問の２点目、ＭＡＮＩＦＥＳＴＯ’

２０１８で掲げた選挙公約７項目の成果と評価に

ついてお答えいたします。選挙公約に掲げた７項

目35施策については、むつ市総合経営計画等に反

映させ、確実に実施してまいりました。全てにつ

いて丁寧にご説明申し上げたいところですが、時

間の都合上、代表的なものについてのみご説明さ

せていただきます。

例えば１つ目の公約 「しごとづくりと地域経、

済の活性化」についてであります 「特産品の全。

国・世界展開で一次産業の“稼ぐ”を実現」につ

、「 」いてでありますが むつ市のうまいは日本一！

推進プロジェクト事業を実施し、むつ市のうまい

を全国、世界に販路を拡大するための取組を進め

た結果、３年間で55件の新たな取引が成立してお

ります。中でも約６億人の東南アジアマーケット

のショーケース、ゲートウエーの役割を担うシン

ガポールで販路開拓を図るため 「Ｕｍａｉ！！、

Ａｏｍｏｒｉ Ｆｏｏｄ Ｆａｉｒ」を他自治体

や民間企業と連携して実施した結果、９件の取引

が成立し、現在も継続して取引がなされておりま

す。

また、地域の特産品を活用し、地域産業経済の

振興に寄与するふるさと納税寄附金は、平成30年

度から令和３年度の現時点までの４年間累計で６

億7,100万円となっており、平成26年度から平成

29年度までの４年間の累計３億6,500万円と比較

、 、 。し およそ倍 ３億600万円増加をしております

なお、今年度につきましては、２億円を超えて

過去最高額となる見込みとなっております。

その他の項目についても、基本的に公約以上の

成果を上げていると考えております。

お約束したこと全ての項目について説明責任が

ありますので、本定例会中に資料として市議会に

提出をさせていただきますので、ご確認をいただ

くことでご了承いただきたいと存じます。

最後に、ご質問の３点目、３期目の出馬につい

てどのように考えているのかについてお答えをい

たします。現状コロナ対応に日々奔走しておりま

す。なかなか記者会見等がないと、私自身の動き

というものは分かりづらいというふうに思います

けれども、日々刻々と状況が変化する中で、次々

と新しい判断を迫られております。また、個人情

報の特定になりますので、具体的にどの案件でと

いうものは申し上げられませんが、そうした判断

の積み重ねで、かなり多くの感染の拡大を防いで

いるというふうに考えております。

こうしたことを続けていくためには、高い緊張

感とより高い集中力がなければ難しいです。そし

て、対策本部そのものの統率も必要になってきま
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。 、 、す 特に最近は 保育園等学校関係が多いですが

それ以外でも、今日の朝の時点でも、常に状況が

変化していますので、一貫性があって、根拠を明

確にできる対応をし続けることは本当に難しい、

まさにこのコロナが静かな災害であると言われる

ゆえんであります。

したがって、自分自身がその出処進退について

判断し、決断するその結果として、ある方向性を

もって動き始めるという段階にはないというふう

に考えております。

さらに現在は、これまでのコロナ禍の中で最も

むつ市とむつ市民の皆様が影響を受けている状況

であります。今日も、この瞬間も、恐らく誰かが

陽性の判定を受けていて、ご自身がショックを受

け、それに伴い周囲の方々にも動揺が広がってい

ると思います。この状況が１月から現在まで続い

ています。市民の皆様にも、一定の制限もお願い

しています。さらに、子供たちには具体的に活動

の制限をさせています。市民の皆様の側も、一定

の緊張感を持って生活しているという状況ではな

いでしょうか。

繰り返しになりますけれども、そういう中にあ

りまして、自分自身の出処進退を明らかにし、選

挙について語ることが正しいとは状況的に申し上

げられないと考えておりますので、その点はご理

解いただきたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 丁寧な答弁、ありがとうござ

いました。声を形に、市長の選挙時のスローガン

でございますが、そのスローガンのとおり、市民

の声を多く反映させた施策を数多く実施してまい

りました。特にこの２年間は、市民の皆様が直接

肌で感じるというか、実感できたのではないかと

思っております。

一方で、財政面等含めて、なかなか市民の皆様

に見えづらい部分でも、大きくこの８年間、むつ

市政として改善されてきた項目があるのではない

かと考えます。そこで、その点についてどういっ

たものが挙げられるのか、お伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

議員ご指摘のとおり、特に財政の分野というの

は、市民の皆様からは見えにくい部分だというふ

うに考えています。ただ、これも８年間で圧倒的

に改善をしておりまして、例えばむつ市の貯金に

当たる財政調整基金、私も行政官でありましたの

で、就任初日にどれだけ残高があるかということ

を確認しました。そうしたら3,000万円切ってい

るというような状況でありまして、当時平成25年

の決算ベースでも9,700万円だったということな

のですが、現在は10億円ということになっていま

す。瞬間的には30倍、決算ベースでも10倍という

ことで、およそ安心して様々な対応ができる状況

にまで財政状況は回復しております。

また、大畑診療所の資金不足、当時12億円あり

ましたけれども、これは令和３年度決算で全額解

消される見込みとなっております。

さらに、財政健全化指標であります将来負担比

率ですが、平成26年の時点で198.6％、極めて厳

しい状況でしたが、令和２年度決算ベースで

、 。 、150.6％ 48％も減少しております この傾向は

令和３年度決算ベースでも、さらに改善する見込

みとなっております。

財政というのは、地方行政の根幹に当たる大切

な分野です。こうした大切な分野でも、これだけ

多くの公共事業、あるいは施策を講じながら改善

したということは、あえてせっかくですので、申

し上げさせていただきたいと思います。

以上です。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） マニフェストの結果等々は後

ほどいただけるということなので、中身について
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はこの場では質問いたしません、時間の関係上も

ありますので。

逆に大きな改善は見られなかったものの、今後

の課題といったものもまた積み上がっていると思

います。その点について、どう捉えているのかお

伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（ ） 、〇市長 宮下宗一郎 いつまでやってもというか

いつまでやってもという言い方はどうか分かりま

せん、常に課題というのは、これはあります。ど

うやっても４年や８年で解決できない課題という

のが、これはあると。ただ、そういう課題もやは

り中長期で見通しを立てて、そして毎年、あるい

は任期ごとに進捗を管理するということが必要な

のだと思います。そういう意味では、見通しが何

もない課題というものはほとんどない状況に今は

あるというふうに思っています。例えば財政もこ

れだけ大きく改善しましたが、過去50年間の様々

なツケがというか、そういうのもありまして、例

えばむつ総合病院の債務負担行為、残り22億

。 、5,000万円あります これ４年間で返せというと

むつ市の財政破綻しますので。８年で返せでも破

綻しますが、16年かけて毎年１億4,000万円ずつ

むつ市から繰り出すという方針を一昨年決めて、

それの方針に基づいて今後16年間で解決をしてい

くということで考えております。

先ほども壇上から申し上げましたけれども、課

題というのは常に出てくるし、今日も出てきてい

ますけれども、ただ道筋がないという状態にはし

たくないと。ですから、この舞台から去る日が来

たときには、あらゆる課題について道筋だけはし

っかりとつけていくということが私自身は必要な

のであろうと、そのように考えてございます。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 市長は、市民をはじめ周りの

声を大事にするとともに、自らもその声を様々な

媒体を活用して発信してまいりました。時には市

民はもとより青森県民、そして国民にも響くよう

な発信、声、さらには時には海外メディアさえ取

り上げていただけるような発言もございました。

一方で、使用済燃料中間貯蔵施設に関する調査検

討特別委員会でも山本議員のほうから発言もあり

ましたが、市民の皆様が逆に心配してしまうよう

なほど国・県、そして事業者に対して厳しい声を

発する場面もございました。これは、財政面もし

くは施策面で、国・県の影響を大きく受けやすい

地方都市としては、本当にこの発言、そういった

発言に関して、市長、勇気そして覚悟が必要であ

ったかと思います。

そこで、その声がどのように受け止められてい

るのか、そしてその反応、対応についてどう感じ

ているのかお伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

声がどのように受け止められているかと、その

感じ方ということのご質問だと思いますが、海外

のメディアという話でいくと、ウォール・ストリ

ート・ジャーナルにも取り上げられたことがあっ

て、これはすごく私としても、私もニューヨーク

にいましたので、まさか自分があの新聞に取り上

げられるというふうには思っていなかったので、

そこは少し驚いたこともあります。

また、心配をおかけしているということもあろ

うかと思いますが、その点については少し反省も

しているところもあります。

ただ、自分自身が発している声ということにつ

いての評価は、やはり受け手側に委ねたいという

ふうに思っています。自分としては、評価を気に

するということよりも、正しい情報、それから正

しいと判断した考え方、そして正直な気持ち、こ

れを伝えるということが大切だと思っています。

残念ながら、しっかり発言したつもりでも誤解を
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生んでいることもありますし、また自分自身に誹

謗中傷が向けられることもある。そして、デマの

書き込み等も散見されることもあります。様々な

掲示板やＳＮＳのコメントなどに、そういうこと

があるということも聞いています。自分ではあま

り見ないようにしていますけれども、聞いていま

す。

ただ、そうした人たちがいるからといって、そ

ういう人たちを排除するとか反論するとかという

ことではなくて、良識あるコミュニティーに様々

な媒体が成長できるように、さらによい発信をし

続けることが私には必要なのだというふうに思っ

ています。排除すると、今のいろんな国みたいに

なりますから、そういうことがないようにしてい

きたいと。

それはなぜならば、私自身は声を届ける先のむ

つ市民の皆様というものを信頼しています。です

から、これからも試行錯誤しながら、市民の皆様

に自分自身の声がしっかりと届くように、正々堂

々と発信の分野については取り組んでいきたい

と、このように考えてございます。

以上です。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 最後に、３期目出馬について

再質問いたします。

市長の考え、理解できます。ただ、その上で、

あえて全く無粋ではあるのを承知でお伺いいたし

ます。

市長の壇上での答弁でもありました、自分が舞

台を降りるときというご発言もありました。私個

、 。人的には 早晩来るのではないかと感じています

それは、決して悪い意味ではなくて、これまでの

市長を見てきた中で、これまでむつ下北の政治家

がなし得なかったことを市長であれば挑戦し、そ

して成し遂げてくれるのではないかといった期待

が大きいからです。市民の皆様も、まだ３期目に

ついて表明していないことについては、いろいろ

心配しているようです。市長のほうは、今の時期

、 、だからという ご時世もありということでしたが

結構今回いつもの日程と違いまして、一般質問が

遅れた分、その間私も様々な人に会う機会があっ

たのですけれども、ふだんあまりラジオを聞いて

くれていないような方でも 「今回は聞くよ」と、

いう声をいただいたり、大分市民の皆様もいろん

な憶測を持ちながら考えているようでした。

そこで、あえて無粋ではありますけれども、最

後に質問いたします。ここまで表明されておりま

せんけれども、市長にはまだまだいろんな可能性

があると思うのです、先ほど言ったとおり。もち

ろん、もしかしたら政治家以外のことも考えてい

。 、るのかもしれません 今回表明されていない中で

そういった別の選択肢も視野にあってのことなの

かどうか、あえて最後に質問いたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

今日３月７日は、私はむつ市長です。今日のこ

の感染の状況を乗り越えるのが務めですので、そ

れ以上のことはございません。それは、ご理解い

ただけると思います。

以上です。

〇議長（大瀧次男） 18番。

〇18番（原田敏匡） 承知いたしました。市民の皆

様の声にもぜひ応えていただくべく、早めという

のもおかしいのですけれども、感染がある程度終

息を見る暁には、議会もそうですけれども、早め

の表明をぜひ期待したいところではあります。

今回私のほうからは、これまで８年間について

質問させていただきました。今後の課題等々につ

いては、午後から登壇される浅利議員に託しまし

て、私の一般質問を終わります。ありがとうござ

いました。

〇議長（大瀧次男） これで、原田敏匡議員の質問
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を終わります。

ここで、昼食のため午後１時まで暫時休憩いた

します。

午前１１時２８分 休憩

午後 １時００分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎住吉年広議員

〇議長（大瀧次男） 次は、住吉年広議員の登壇を

求めます。12番住吉年広議員。

（12番 住吉年広議員登壇）

（ ） 、 。 、〇12番 住吉年広 皆さん こんにちは 公明党

公明・自由会派の住吉年広です。むつ市議会第

251回定例会に当たり、通告に従いまして、２項

目５点にわたり一般質問させていただきます。市

長並びに理事者各位の皆様には、誠意あるご答弁

をよろしくお願いいたします。

それでは、質問１項目めは、ＨＳＣ（ハイリー

・センシティブ・チャイルド）への理解と支援に

ついてお伺いします。私の知人のお子さんがＨＳ

Ｃであり、そこに向き合っている姿を通して、教

育現場の理解と支援が必要と感じ、質問させてい

ただきます。

ＨＳＣとは、日本語で「非常に敏感な子」と紹

介されております。音や光、臭いに敏感で、気を

遣い過ぎて疲れやすいなど、人一倍繊細な特性を

持つ子供はハイリー・センシティブ・チャイルド

と呼ばれております。ほぼ５人に１人が該当する

とされ、不登校の原因になっている可能性もある

と言われております。

ＨＳＣは、アメリカの心理学者エレイン・アー

ロン博士によって1996年に提唱された概念です。

ＨＳＣには 「ＤＯＥＳ」というような４つの特、

性があります。１、何事も深く考えて処理する、

、 、 、 、２ 五感が敏感で 過剰に刺激を受けやすい ３

共感力が高く、感情の反応が強い、４、ささいな

。 、刺激を察知する特性です 関西大学の臨床心理学

串崎真志教授によれば、シャイな性格を不適当と

みなされていた欧米では、そうした性格の創造的

なポジティブな面に光を当てようとする運動の中

で生まれたとも指摘されております。

日本でも３年ほど前から、ＨＳＣの大人版であ

るＨＳＰ（ハイリー・センシティブ・パーソン）

に関する書籍の出版が相次ぎ、注目を集めるよう

になりました。背景には、ＳＮＳ（会員制交流サ

イト）の発達で、人間関係に疲れ、息苦しさを感

じる人が増えていることが挙げられます。

このＨＳＣというのは、病気や発達障害という

区分ではなく、性格の一つです。ＨＳＣ、ＨＳＰ

を判別するためのチェックリストはありますが、

精神医学的なはっきりとした基準はないとされて

おります。

。 、よく混同されるのが発達障害です 感覚過敏や

細かい点にこだわり集団になじみにくいなどの特

徴は共通していますが、小学校低学年までは見分

けにくく、ただＨＳＣは人の気持ちの共感力が高

い点では異なります。

持って生まれた気質であるという考えであるこ

とから、明確な定義づけが難しいところであるた

めに広まりにくく、まだ知らない人が多いようで

す。そこで、できる限り誤解をなくし、生まれ持

った気質の理解、尊重されることで、自分はその

ままで価値あると感じられ、自己肯定感を得られ

るように、本人も周りの人にも正しい認識を持っ

てもらう必要があります。

以上のことを踏まえて２点お伺いいたします。

１点目としては、このＨＳＣという概念につい

て、教育委員会としてどのように認識・把握され

ているかお伺いします。
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２点目として、学校現場のＨＳＣに関する情報

の周知啓発を行うとともに、教員の資質の向上や

教育環境の改善が必要なことと考えるが、市のご

見解を伺います。

続きまして、２項目めはマイナンバーカードに

ついてお伺いします。全国におけるマイナンバー

カードの交付枚数が 昨年11月16日時点で5,000万、

枚を超え、全人口の39.5％に達しております。コ

ロナ禍で浮き彫りとなったデジタル化の遅れを解

消するため、昨年９月にデジタル化の推進を司令

塔としてデジタル庁が発足し、国民本位の行政手

続の簡素化、効率化が求められる中、行政のデジ

タル化の基盤となるマイナンバーカードの普及が

大きな課題となっております。

マイナンバーカードは、オンラインでの行政手

続を可能にするほか、１枚のカードであらゆる証

明が可能になります。マイナンバーカードでは、

デジタル社会全体の基盤構築に不可欠でありま

す。政府の目標は、2022年度末までに、ほぼ全て

の国民にマイナンバーカードが行き渡るようにす

ることとしております。このため、昨年の３月か

ら健康保険証として利用できるようにし、スマー

トフォンへのマイナンバーカードの機能の登載

や、今後運転免許証と一体化、ワクチン接種証明

書等の利用など、さらなる利便性向上が予定され

ております。

こうした利便性向上は、マイナンバーカードの

普及促進には欠かせませんが、目標を達成するに

は、一段と対策を強化する必要があります。この

点で注目されているのが、政府が昨年11月19日閣

議決定し、経済対策に盛り込まれた新たなポイン

ト還元施策マイナポイント事業の第２弾です。こ

、 、れは 公明党がさきの衆議院議員総選挙において

マイナンバーカードの普及促進とコロナ禍で落ち

込んだ消費の回復を同時に進める施策として公約

に掲げたものです。

マイナポイント事業は、一昨年にも実施され、

。 、カードの普及率の向上にもつながりました また

公明党がマイナンバーカードの高い普及率の上位

の自治体を調査したところ、上位９市で商品券や

ポイント付与を実施しており、給付施策がカード

普及に後押ししていることも分かりました。

今回決まったマイナポイント事業は、カードの

保有者や新規取得に１人当たり最大２万円相当の

ポイントを付与するものであります。このコロナ

禍で傷んだ日本経済を立て直すには、個人の消費

をより活発化させる必要があることから、ポイン

トを付与する意義は非常に大きいと考えます。

以上を申し上げて質問いたします。

、 。１点目 これまでの交付件数をお示しください

２点目、健康保険証として利用する際に、登録

はどのような方法があるのかお示しください。

３点目として、令和３年11月19日に閣議決定さ

れた１人当たり最大２万円相当のポイントを付与

するマイナポイント事業の概要と今後の市の対応

策をお示しください。

以上、壇上からの質問を終わります。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 住吉議員のご質問にお答え

いたします。

マイナンバーカードのご質問の１点目、これま

での交付件数についてお答えいたします。当市の

マイナンバーカード交付枚数は、令和４年２月１

日現在で２万2,149枚、交付率は39.6％となって

おります。これは、昨年の同時期と比較して、交

付枚数9,541枚、交付率で17.4％の増加となって

おります。

ご質問の２点目及び３点目は、担当部長の答弁

とさせていただきます。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

（阿部謙一教育長登壇）
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〇教育長（阿部謙一） 住吉議員のＨＳＣ（ハイリ

ー・センシティブ・チャイルド）への理解と支援

についてのご質問の１点目、ＨＳＣという概念に

ついて、教育委員会としてどのように認識・把握

されているか伺うについてお答えいたします。

ＨＳＣ、すなわちハイリー・センシティブ・チ

ャイルドとは、五感が敏感で過剰な刺激を受けや

すい、共感力が高いあまり感情反応が強く、疲れ

やすいなど、いわゆる集団において不適応につな

がりやすい特性を持った子供たちを表す概念とし

て、近年教育界において注目されているものであ

ると認識しております。また、ＨＳＣはいわゆる

、 、障害ではなく 教育活動全体を通して十分に支援

配慮していくべき特性の一つであると把握してお

ります。

学校では、ＨＳＣに該当する可能性のある児童

・生徒を含め、特別な配慮を要する児童・生徒が

一緒に学んでおります。教育委員会といたしまし

ては、各学校がそういった児童・生徒の様々な教

育的ニーズにしっかりと応えられるよう、今後も

引き続き支援してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目、学校教育現場へのＨＳ

Ｃに関する情報の周知啓発を行うとともに、教員

の資質の向上や教育環境の改善が必要だと考える

が市の見解を伺うについてお答えいたします。ま

ず、学校教育現場へのＨＳＣに関する情報の周知

啓発についてでありますが、学校訪問等、機会あ

るごとにＨＳＣを含む特別な配慮を要する児童・

生徒に関する情報を提供、共有して、各教員の理

解を深め、各学校において適切な対応が図られる

ように努めてまいりたいと考えております。

次に、教員の資質の向上や教育環境の改善につ

いてでありますが、教育委員会では各種研修講座

を通して、特別な配慮を要する児童・生徒への支

援に関する教員の資質向上に取り組んでおりま

す。また、全ての小・中学校で実施している学校

への適応感を測ることができる質問紙調査ＡＳＳ

ＥＳＳを活用して、日常生活の観察や、アンケー

ト等だけでは把握しづらい児童・生徒の困り感を

捉え、適切な支援につなげるなど、支援体制の充

実にも取り組んでおります。

今後もＨＳＣを含む特別な配慮を要する児童・

生徒に対して、より適切に対応するための個別の

支援と集団指導の充実に向けて、各学校の取組を

支援してまいりたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 健康づくり推進部長。

〇健康づくり推進部長（中村智郎） マイナンバー

カードについてのご質問の２点目、健康保険証を

登録する際の方法は、どのようなものがあるのか

についてお答えいたします。

マイナンバーカードを健康保険証として利用す

るための登録につきましては、お手持ちのスマー

トフォンやカードリーダーつきのパソコン等を使

い、国が運営するオンラインサービスのマイナポ

ータルに接続して手続を行っていただくことにな

ります。手続に当たりましては、マイナンバーカ

ードをご用意していただき、スマートフォン等に

カードを読み取らせ、カードの暗証番号となる利

用者証明用電子証明書のパスワード４桁を入力す

ることで登録が可能となっております。

なお、スマートフォン等をお持ちでない場合や

手続方法が分からない場合など、登録手続が困難

な方につきましては、市役所の本庁舎では税務課

向かいのマイナポイントコーナーにおいて、分庁

舎では市民生活課において相談及び登録支援を行

っております。

以上です。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） マイナンバーカードにつ

いてのご質問の３点目、昨年11月に閣議決定され
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たマイナポイント事業の概要と今後の市の対応に

ついてお答えいたします。

マイナポイント事業は、令和２年９月から令和

３年12月までの間、マイナンバーカードの新規取

得者に対し、希望するポイントカードへ5,000円

相当のポイントを付与する事業として実施された

もので、マイナンバーカードの普及やキャッシュ

レス決済の拡大と個人消費の下支えに一定の効果

があったものと認識しております。

国では、令和４年度末までに全ての国民にマイ

ナンバーカードを行き渡らせることを目標として

おり、さらなるマイナンバーカードの普及促進と

消費喚起や生活の質の向上につなげるため、マイ

ナポイント事業第２弾の実施を決定しておりま

す。

この内容といたしましては、マイナンバーカー

ドの新規取得者に対する5,000円相当のポイント

を付与する事業の継続のほか、新たにマイナンバ

ーカードの健康保険証利用を申込みした方や公金

受取口座を登録した方へ、それぞれ7,500円相当

のポイントを付与する事業が予定されており、最

大で２万円相当のポイントの付与が受けられる事

業となっております。

カードの新規取得者に対するポイントの付与

は、令和４年１月からも継続して申込みを受付し

ており、健康保険証の利用申込者や公金受取口座

登録者に対するポイントの付与は、令和４年６月

頃から申込み開始の予定となっております。

ポイントの対象となるマイナンバーカードの申

請期限は、令和４年９月末までで、申請された方

となっており、ポイントの申込期限は令和５年２

月末までとなっております。

次に、市の対応についてでありますが、当市に

おきましては、昨年10月から実施したむつ市高齢

者無料乗車証事業「ＡＧＥＨＡ」では、マイナン

バーカードの提示を条件としているほか、来年度

の新規事業として予定しておりますコンビニ交付

など、行政手続におけるオンライン化に向けた環

境整備を進めており、その実現に向けてはマイナ

ンバーカードの普及促進が不可欠となっておりま

す。したがいまして、市といたしましても、マイ

ナポイント事業第２弾を契機として、今後さらに

多くの方々がマイナンバーカードを取得していた

だくよう後押ししてまいりたいと考えておりま

す。

また、窓口の混雑も予想されますことから、円

滑な手続ができるよう、窓口を増設するなど、し

っかりと対応できる体制の整備を図ってまいりま

す。

いずれにいたしましても、事業の詳細が分かり

次第、市民の皆様には広報むつやホームページ等

でお知らせしたいと考えておりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 12番。

（ ） 。〇12番 住吉年広 ご答弁ありがとうございます

それでは、１点目のＨＳＣの概念についてですけ

れども、教育委員会としても理解しているとのこ

とでしたので、安心いたしました。

そこで再質問いたします。ＨＳＣについて、学

校にどのように周知するのかお示しください。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

先ほどご答弁申し上げましたように、私どもは

学校訪問等の機会がありまして、指導主事、そし

て私どもが直接学校を訪れる機会が年間に数回あ

ります。そうした折に、最新の知見を学校に提供

し、また学校の情報を私どもが確認をする等して

共有を図り、子供たちがどのような困り感を持っ

ているのか、私どもが適切に把握することを考え

ております。

また、これ以外にもむつ市教育研修センターに

おいて様々な研修講座が営まれておりますので、



- 70 -

そうした際にもこうした知見を活用して、子供た

ちに適切な学びが保障されるように、そのような

環境を構築してまいりたいと考えております。

〇議長（大瀧次男） 12番。

〇12番（住吉年広） ありがとうございます。実際

理解してくれる先生がそばにいてくれる、それが

安心となり、心理的安心が敏感を軽減させます。

どうしても学校教育や学校という場、その雰囲気

自体が合わない、またＨＳＣのお子さんが学校に

行かなくても幸せを感じられる環境づくりをぜひ

よろしくお願いいたします。

また、今後ＨＳＣの対応について、それぞれの

保護者の方からも学校、教育委員会に様々なご意

見、ご要望、ご提案があると思いますので、一人

一人に丁寧に対応いただきますようよろしくお願

いいたします。

ＨＳＣに関する質問は、以上で終わります。

続きまして、マイナンバーカードについて再質

問させていただきます。マイナンバーカード、交

付件数が２万2,149枚、交付率が39.6％と、ほぼ

全国レベルになってまいりました。昨年の２月１

日での交付率が22.2％なので、先ほど市長からも

答弁あったように、17.4％と大幅な伸びとなって

おります。この数値は評価したいと思います。

昨年３月定例会で一般質問してから、この１年

間で17.4％も大幅な伸びとなっておりますが、こ

れはどのようなことが要因になっているのかお伺

いします。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） マイナンバーカードの取

得促進につきましては、あらゆる機会に市の広報

紙等で市民の皆様に呼びかけた結果、このような

形で交付件数、率が増加したものと考えておりま

す。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） 12番。

〇12番（住吉年広） ありがとうございます。それ

では、２点目の健康保険証を利用する際の登録に

ついてお伺いします。

健康保険証の資格確認をオンライン申請でした

場合、どのようなメリットがあるかお伺いいたし

ます。

〇議長（大瀧次男） 健康づくり推進部長。

〇健康づくり推進部長（中村智郎） お答えいたし

ます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用し

た場合のメリットにつきましては、顔認証機能の

利用により、再来受付等の保険証確認において人

との接触が最小化されること、そしてまたご本人

の同意が前提となりますが、医療機関や薬局にお

、 、いて特定健診 薬剤の情報を共有することができ

正確なデータに基づく診療や薬の処方が可能とな

ること、そして市役所への申請が必要な高額療養

制度に係る限度額適用認定証等の情報が適用され

ますので、窓口での支払いにおいて、限度額を超

える医療費の支払いが不要となることなどが挙げ

られます。

〇議長（大瀧次男） 12番。

〇12番（住吉年広） 分かりました。

あと２点目ですけれども、現時点で医療機関、

また薬局で活用できる機関は何か所かお示しくだ

さい。

〇議長（大瀧次男） 健康づくり推進部長。

〇健康づくり推進部長（中村智郎） マイナンバー

カードを健康保険証として利用できるむつ市内の

医療機関及び薬局については、厚生労働省の令和

４年２月20日現在の公表内容となりますけれど

も 市内医療機関では８ 薬局でも８ 合計で16の、 、 、

医療機関及び薬局で使用が可能となっておりま

す。

〇議長（大瀧次男） 12番。

〇12番（住吉年広） 分かりました。現状16機関と
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いうことで、私の思っているより結構申請できる

機関があるというのが分かりました。

あと現状を一部事務組合下北医療センターにも

確認しましたけれども、むつ総合病院では10月の

事業開始後、これまで46件と、１か月数件等だと

伺いました。件数としてはまだ少ないのですけれ

ども、登録方法が分からない、また面倒だという

方もいますので、先ほど答弁いただきましたけれ

ども、今後登録方法と併せて健康保険証の資格確

認をオンラインで行うことでのメリットも広報等

で分かりやすく掲載いただくように要望いたしま

す。

最後になりますけれども、マイナンバーカード

促進の取組事例の自治体を紹介したいと思いま

す。その自治体は、九州の宮崎県都城市です。今

年の２月１日時点で交付率が76.1％、全国１位の

交付率です。同市では、カードの取得を希望する

市民の自宅などに職員が出向いて申請に対応する

車両を２台購入し、さらなる交付率アップに力を

入れております。

「マイナちゃんカー」と名づけられた軽自動車

専用車両は、走行中にもひときわ目を引くオレン

ジ色をベースとしたラッピング車で、かわいらし

いマイナちゃんが描かれており 「このクルマで、

マイナンバーカード申請できます！！」とど派手

な文字が描かれております。事業の進め方は戸別

訪問、原則祝日を除く平日月曜日から金曜日と、

第１、第３土曜日、第２、第４日曜日に対応し、

いずれも午前９時半から午後３時まで行います。

車両の１台に職員２人が乗車し、車内で写真撮影

をはじめ携帯するタブレット端末で申請手続をサ

ポートしております。希望する市民は、おおむね

１週間前までに市民課サポートセンターに電話す

るか、24時間申込みが可能なホームページから予

約しております。

都城市のデジタル統括課の職員によると 「サ、

、ービス開始から利用者はこれまで1,500人ほどで

市全体の交付枚数の約１％ですが、同車には広告

塔として数字に現れない間接的な影響もありま

す。実際に駐車場に止まっている車を見て、申請

に来た方もいらっしゃいました」と述べられてお

ります。

マイナンバーカードは、市民サービスの向上及

び行政の効率化に資するデジタル時代のインフラ

は不可欠であり、この信念でカード普及促進に注

力してきたそうです。

同市では、これまで企業や地域単位で５人以上

の希望者がいる場合は、職員が職場や公民館に出

向いて申請手続を実施、さらに銀行や商業施設、

病院のほか、国のモデル事業としてハローワーク

や運転免許センターでも出張申請を行ってきまし

た。今回の専用車両の導入の効果については、こ

うした取組も、サポートの手が届かず申請を諦め

ていた単身の高齢者や、体の不自由な市民を置き

去りにしない確かな支援策となっており、この取

組が都城方式と呼ばれ、県内外からも注目を集め

ており、行政視察の申込みも相次いでいるそうで

す。

また、カードの取得後の利便性を高めようと、

同市ではコンビニエンスストアでの交付手数料を

半額にしたり、母子手帳などに記録されている情

報カードの認証によってスマートフォンやパソコ

ンの閲覧サービスにも取り組んでおり、非常に参

考になる事例です。

先ほど部長からも今後の取組を答弁いただきま

したけれども、これも当然大事であります。本市

も人口減少が進む中でデジタル化の促進は避けら

れません。本市でも高齢者無料乗車証「ＡＧＥＨ

Ａ」の事業も順調に進捗しており、市民からも喜

ばれております。

また、令和４年度当初予算に新規事業としてコ

ンビニ交付導入事業も予定されており、マイナン
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バーカードの利便性向上がますます期待されま

す。

今述べた事例も参考にしていただき、マイナン

バーカードを持っていると便利だと市民が実感で

きる体制整備と普及促進に向けての取組を強く要

望し、私の一般質問を終了させていただきます。

〇議長（大瀧次男） これで、住吉年広議員の質問

を終わります。

、 。ここで 午後１時40分まで暫時休憩いたします

午後 １時２８分 休憩

午後 １時４０分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎工藤祥子議員

〇議長（大瀧次男） 次は、工藤祥子議員の登壇を

求めます。２番工藤祥子議員。

（２番 工藤祥子議員登壇）

〇２番（工藤祥子） 日本共産党の工藤祥子です。

ロシアによるウクライナ侵略は、国連憲章に違

反し、21世紀の平和秩序を否定する暴挙で、絶対

に許されるものではありません。特に原発施設へ

の攻撃、これもまた大変な暴挙です。国際社会、

立ち上がっているロシア国民の皆さんとともに声

を上げていきたいと思います。日本政府は、憲法

９条を持つ国として、また唯一の戦争被爆国とし

てしっかりと役割を果たしていただきたいという

ことを訴えて一般質問に入りたいと思います。

さて、第１の質問は、障がい者雇用についてで

す。昨年末地元紙に、2021年の青森県内自治体の

雇用状況について 「自治体進まぬ障害者雇用、

青森県南16市町村、法定率未達成」というタイト

ルで掲載されていました。毎年６月１日の雇用状

態の報告を求め集計しています。障害者の雇用の

促進等に関する法律は、公的機関や民間企業に対

し、労働者の一定割合以上の障害者雇用を義務づ

けています。

2021年３月には、法定雇用率それぞれ0.1％ず

つ引き上げられました。民間企業では、常用労働

者43.5人規模以上の企業が対象ですが、それらの

企業に求める法定雇用率2.3％に対し、実雇用は

2.36％と過去最高という数字が出ていますが、公

的機関は法定雇用率2.6％に対し、実雇用はそれ

、 。に届かない市町村が多く むつ市は1.50％でした

2019年３月定例会でも取り上げましたが、今回

取り上げるに当たり、ハローワークむつでむつ市

の過去の数字を確認してきました。2018年には

1.64％、2019年には1.24％、2020年は1.25％、

2021年は先ほどの数字1.5％、６人不足している

ということです。

2018年に国、自治体の障害者雇用率の水増し問

題が取り上げられ、障害者手帳での確認が義務づ

。 、 。けられました むつ市は 未達成が続いています

人それぞれの違いを受け入れ、支え合い、認め合

う共生社会実現に自治体が先頭に立つべきです

が、どのように考えますか。

第２の質問は、むつ市の使用済み核燃料につい

てです。この事業が安全協定に向けて進もうとし

ている今日、改めて振り返ってみようと質問いた

します。

2005年10月に青森県、むつ市、東京電力、日本

原子力発電４者で立地協定が結ばれましたが、４

市町村での合併で新しいむつ市が誕生したのがそ

の６か月前の３月のことでした。17年ほど前の話

です。杉山元市長が2003年に誘致表明した当時か

ら、地元紙社説、2003年６月28日の社説ですが、

むつ市での中間貯蔵施設が終わる頃に再処理工場

が動いているか、第２再処理工場の計画は検討す

ら始まっていない等 「将来が見えぬ中間貯蔵計、

画」とのタイトルで書かれていました。当時は、
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賛成、反対の運動、また住民投票で決めよう等の

様々な運動が起きているさなか、もっと議論を、

なぜ急ぐのかとの世論を無視して進められたと記

憶しています。

今日でも中間貯蔵施設に反対の人は言うまでも

なく、賛成の人でも最も心配していることは安全

性と永久貯蔵施設にならないかの声です。当時私

はむつ市民に成り立てでしたので、この機会に経

過を遡って確認していきたいと質問いたしまし

た。

１点目、2005年の県民説明会での「搬出先」に

関する発言について。

２点目、ＲＦＳ社は、50年間貯蔵後に搬出でき

ないとき、市民団体「核の中間貯蔵施設はいらな

い！下北の会」に搬出元の電力会社に戻すと文書

で返答していましたが、認識していますでしょう

か。

３点目、杉山肅元市長は、搬出について国に法

制化を求める発言をしていましたが、どのように

考えますか。

４点目、国の全量再処理路線について、どのよ

うに考えますか。

５点目、使用済燃料中間貯蔵施設の安全性につ

いて、どのように考えますか。

以上の質問です。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 工藤議員のご質問にお答え

いたします。

まず、障がい者雇用についてのご質問について

でありますが、令和２年４月１日に障がい者活躍

推進計画を策定し、障害をお持ちの方々が働きや

すい環境を整える取組を推進し、雇用に努めてお

ります。

法定雇用率未達については、受入れに対して消

極的だということではなく、応募が少ないという

ことが最大の原因でありますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

なお、本件に関する具体的なご質問の答弁及び

使用済燃料中間貯蔵施設への答弁につきまして

は、担当部長からとさせていただきます。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） 障がい者雇用についての

ご質問、むつ市は障がい者の法定雇用率達成に取

り組むべきについてお答えいたします。

当市におきましては、平成21年度の職員採用試

験から、障害のある方の採用枠を設け、毎年募集

を行っております。また、会計年度任用職員につ

きましても、障害のある方を対象とした採用試験

を実施しているところであります。

このように障害のある方の雇用に努めていると

、 、ころでありますが 近年では応募する方が少なく

、令和３年の当市の実雇用率は1.5％となっており

法定雇用率である2.6％を下回っている状況にあ

ります。

一方、このような状況を改善するため、障害の

ある方にどのような業務を任せればよいのか、ハ

ローワークからアドバイスをいただくなど、雇用

の確保に取り組んだ結果、令和３年度は言葉を発

することができない方をデータ入力作業員として

雇入れすることにつながったところであります。

今後におきましても、障害のある方の雇用の促

進に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（松谷 勇） 使用済燃料中間貯蔵

施設についてのご質問の１点目、2005年の県民説

明会での「搬出先」に関する発言についてお答え

いたします。

まず、中間貯蔵施設の位置づけについてであり

ますが、使用済燃料が再処理されるまでの間の時

間的な柔軟性を高めるものということに変わりは
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ないものと考えております。

ご質問の「搬出先」につきましては、第６次エ

ネルギー基本計画策定時のパブリックコメントに

おいて、同計画へ使用済燃料中間貯蔵施設の搬出

先についての考え方を明記するようむつ市が求め

た際、国から「搬出時に稼働している再処理工場

で処理することになります」と示されており、今

後の原子力発電所の再稼働の状況や使用済燃料の

発生状況、六ヶ所村再処理工場の稼働状況等を勘

案して、国及び事業者において適切に整理されて

いくものと認識しております。

次に、ご質問の２点目、リサイクル燃料貯蔵株

式会社は50年間の貯蔵後に搬出ができない時、原

発問題に取り組む市民団体に対し、搬出元の電力

会社に戻すと返答していましたがについてお答え

いたします。使用済燃料につきましては、当初か

らリサイクル燃料貯蔵株式会社が貯蔵事業者とし

て貯蔵終了後に使用済燃料の所有者である電力会

社に引き渡し、その後電力会社が使用済燃料を再

処理工場に搬入するものと認識をしております。

次に、ご質問の３点目、杉山肅元市長は、搬出

について国に法制化を求める発言をしていました

が、どのように考えますかについてお答えいたし

ます。平成15年の誘致検討当時、杉山市長が市議

会で、使用済燃料を永久貯蔵させないための法制

化の必要性について言及しておりましたが、その

後貯蔵終了後、使用済燃料が中間貯蔵施設外に搬

出されることは原子炉等規制法上担保されている

として、既に法制化されているという結論に至っ

ており、その旨平成17年の市議会でお答えしてお

ります。

次に、ご質問の４点目、国の全量再処理路線に

ついて、どのように考えますかについてお答えい

たします。第６次エネルギー基本計画において、

全量再処理という方針が国の基本方針となってお

り、使用済燃料が再処理されることは一貫した国

及び事業者の方針であり、国策として適切に推進

されるものと認識しております。

次に、ご質問の５点目、使用済燃料中間貯蔵施

設の安全性について、どのように考えますかにつ

いてお答えいたします。日本海溝・千島海溝沿い

の巨大地震モデルの内容を踏まえ、令和３年５月

に青森県が公表した津波想定では、使用済燃料中

間貯蔵施設の敷地の前面海域への津波の高さは

13.4メートルとされており、一方リサイクル燃料

貯蔵株式会社が事業変更許可を受けた際に設定し

ていた仮想的大規模津波の高さは23メートルであ

ることから、安全性に影響はない旨、当社から報

告を受けております。

また、原子力発電所の事故を踏まえて強化され

た新規制基準に適合するための原子力規制委員会

の審査を受け、金属キャスクの安全機能をはじめ

地震、津波、竜巻等が発生した場合でも、その基

本的安全機能が損なわれないことが確認された上

で、リサイクル燃料貯蔵株式会社が事業変更許可

に至ったものと認識しておりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） それでは、障がい者雇用につ

いてですが……

（ 工藤さん、マイク」の声あり）「

〇２番（工藤祥子） 雇用に対して消極的なのでは

ない、応募者が少ないのだというような、そうい

う答弁をいただきました。そして、様々努力をし

ているということは、今話されましたけれども、

県南地域の中で、特にむつ市が低いということは

どうも納得はいかないのですけれども、そうです

よね、あと昨年３月に策定された第６期障害福祉

計画を見ると、第２部第１章の４の中に「福祉施

設からの一般就労移行」という項目を立てて、一

般就労への移行の目標を掲げたりしているので

す。ですから、障害者の団体の方々もこのような
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目標を立てて頑張っているという、そういう計画

書もありますので、ハローワークだけではなく、

関係の機関との連携を図りながら、何とかもっと

もっと雇用率を高めるよう努めていただきたいと

いうことで要望いたします。障害者団体のほうで

、 、も きちんと目標を立てて一般雇用ということで

移行という項目を立てて頑張っていますので、何

とかそこときっちりと連携して進めていただきた

いということを、まずこのことを訴えたいと思い

ます。

、 「 」そして 次に2005年の県民説明会での 搬出先

に対する発言についてなのですけれども、先ほど

の説明では分かりにくいので、私ちょっと、今で

もホームページに紹介されています2005年に県民

説明会が５か所で行われたのですよね。そして、

むつ市の会場では搬出先を六ヶ所再処理工場に続

く施設に搬出することになる、そして第２再処理

工場については、その処理に必要な施設として検

討されるであろうというふうなことを言っていま

す。

五所川原市の会場では、ご質問の中に、六ヶ所

に搬出するのだろうというような言葉もございま

したが、必ずしも六ヶ所再処理工場に搬出すると

いう認識ではございません。そして、六ヶ所に続

く施設につきましては、国の政策に従って、まず

、 。六ヶ所工場が止まるまでに その施設を確保する

したがいまして、そちらに搬出することになるわ

けです。そちらにということは、第２再処理工場

ということをほのめかしているという考え方なの

です。だから、六ヶ所再処理工場の能力を超えて

発生する使用済燃料を再処理するまでの間、むつ

市に中間貯蔵するというのが位置づけなのです。

だから、むつ市の施設が動いていなくても、50年

後、今の六ヶ所再処理工場ではなく別の再処理工

場ができないと、持っていく先が生まれないとい

うことになります。

そして、そのときは第２再処理工場という計画

もきちんと位置づけられていましたが、2010年か

らなくなりました。このようなむつ市の中間貯蔵

施設は４者協定だけではなく、国の大きなサイク

ルの中では位置づけが、六ヶ所再処理工場に続く

再処理工場にという位置づけがされているという

ことをまずここで強調しておきたいと思います。

そして、２番目ですけれども、ＲＦＳ社の50年

後に貯蔵後に搬出できないときには搬出元に戻す

という、こういう回答ですけれども、文書で回答

が来ているのを私いただきました。本当にこれは

あってはならない回答だと思います。全量再処理

方針サイクル路線がだんだん先が見えなくなって

きたということの反映ではないかなと思っていま

す。リサイクル燃料の確信がだんだん薄らいでき

たのかなと私は解釈しています。

この回答は2021年１月19日の回答ですけれど

も、その前年に搬出、梶山前経済産業大臣が第２

再処理工場については現時点では決まった方針が

ない、このようなことを言っていることを受けて

の回答ではないかなと思っていました。

そして３番目、杉山肅元市長は、搬出について

国に法制化を求める発言をしていましたが、どの

ように考えますかというふうなことですが、これ

は使用済み燃料中間貯蔵施設「リサイクル燃料備

蓄センター」に関する調査特別委員会、12回目の

会議録に書いていまして 次の日に地元紙に 永、 「「

久貯蔵せず」法明記を」というタイトルで記事が

。「 、 、」出ました 国は 核燃料サイクルは国策である

「ですから国の担保も必要であろうと 「国に、」

対してそれを求めている段階でございます 」と。

いう発言がありましたが、先ほどでは既に何と言

いましたっけ、何だっけ……

（ ） 。〇議長 大瀧次男 工藤祥子議員に申し上げます

答弁内容との関連性を明確にして、簡潔に分か

りやすく再質問をしてください。
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〇２番（工藤祥子） 原子炉等規制法の中には、既

に法制化しているからというふうなことでの答弁

でしたけれども、そうですね、どうも……これが

杉山元市長は、でもやはりどうしても永久貯蔵に

なるのではないかという、市民のそういう不安の

声が当時からありましたので、そのことに対して

述べていると思いますが、それに対して今日サイ

クル路線が揺らいできている中で、このような考

え方はないのでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 全般にわたって、もう少し

理解をしていただきたいなというふうに思ってい

ます。

今の点だけ取りあえずお答えすると、杉山、元

市長ですね、杉山元市長は、平成15年の時点で法

制化が必要であろうというふうにおっしゃってい

ましたが、平成17年の時点で、それは既に原子炉

等規制法上担保されているというふうに答弁をし

。 、 、ています ですから 杉山元市長は自己完結的に

その課題についてはクリアしたというふうに認識

をしていると私たちは受け止めています。それ以

上のことは、少しイタコに聞いてみないと分から

ないというような状況でございます。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） それでは、そのような動きが

あったということだけ報告することになります。

４番の国の全量再処理路線について、どのよう

に考えますかということですけれども、国が全量

再処理の路線を取っているということで、これを

受け止めてむつ市は進んでいるということだと思

うのですけれども、去年の2021年12月27日の使用

済燃料中間貯蔵施設に関する調査検討特別委員会

で市長が報告しましたパブリックコメントの中

で、搬出先について一歩進んだという受け止めを

した、貯蔵後50年先に稼働している再処理工場に

、 、搬出するというふうなことで 一歩進んだという

そういうパブリックコメントの返答をもらったと

いう、そういうことがありましたけれども、これ

は第６次エネルギー基本計画をつくるときのパブ

リックコメントの質問に対する回答ですよね。し

かし、この第６次エネルギー基本計画を見ると、

第２再処理工場の文言はもちろん出てこないし、

再処理計画の長期計画というものも全く出てきま

せん。使用済ＭＯＸ燃料の再処理工場も全く存在

していない。サイクルが回らないという現実があ

ると思うのですけれども、このパブリックコメン

トの中で一歩進んだ、50年先に稼働している再処

理工場に搬出するという市長の認識が理解できな

いのですが、このことについて安心したというこ

とは、もう少し分かるように説明してください。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 使用済燃料中間貯蔵施設に

関する調査検討特別委員会のときから繰り返しこ

の論点については私述べております。そもそも

2005年の県民説明会でどのような回答をどのよう

な考えで県側がしたのかということについては、

これは県議会を通じて、ぜひ皆さんの政党から確

認をしていただきたいというふうに思います。

事の経緯を丁寧にご説明すると、我々の中間貯

蔵施設に来る使用済燃料は、これは第２再処理工

場に行くものだというふうにずっと整理をされて

きていました。ところが、私はそのこと自身に重

大な懸念を持っていて、それはなぜかといえば、

第２再処理工場というもののその見通しというの

が全く立っていないからです。これも繰り返し述

べています。である中で、それでは私たちの使用

済燃料、これからいよいよ操業が開始するに当た

ってどこに持ち込むのですかというお話を繰り返

し経済産業省に確認をしています。そうしたとこ

ろ、今般エネルギー基本計画の改定がありました

ので、それに合わせて意見を言う機会がありませ

んでしたから、パブリックコメントを通じてむつ
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市の質問という形で投げかけさせていただいて、

その答えとして、そのとき動いている再処理工場

で処理することになるという回答をいただいてい

ます。これは、第２再処理工場というふうに書い

ておりませんので、そのとき動いているところが

現在の再処理工場であれば、そのようになるとい

うふうに認識をして構わないということだと思い

ますので、それは行き先として一歩前進したとい

う判断になるということは、使用済燃料中間貯蔵

施設に関する調査検討特別委員会でも皆さんにお

伝えをしているところでございます。

以上です。

（ ） 。〇議長 大瀧次男 工藤祥子議員に申し上げます

間もなく申合せ時間となりますので、質問をま

とめてください。２番。

〇２番（工藤祥子） そのとき稼働している再処理

工場というのは、とても私は、そこに持ち込むと

いう計画でとても安心はできないと思います。

六ヶ所再処理工場に続く再処理工場ということ

で、六ヶ所再処理工場は40年稼働ということです

けれども、その後の再処理工場の計画はありませ

ん。不安は本当になくなりません。それだけ指摘

しておきます。

そして、使用済燃料の安全性についてというこ

とで、地震、津波、竜巻についての対応は今聞き

ました。でも地震、自然災害のことなので、これ

で安心というわけにはいきませんけれども、専門

家の方が指摘しているのは、臨界事故が起きると

いうこと、そういう可能性があるということを原

子力資料情報室の澤井正子さんという方が言って

います。安心ができない、人類とこの原発との関

係では、本当に共生できるのかどうかということ

は、皆さんもいろんな不安を感じていることと思

います。

そして、3.11が近づいてきまして、今日本世論

調査会のアンケートが発表されました。３月６日

です。

（ ） 。〇議長 大瀧次男 工藤祥子議員に申し上げます

申合せ時間が経過しておりますので、質問を終

了してください。

〇２番（工藤祥子） はい、それではこれだけ言わ

せてください。

〇議長（大瀧次男） 終了してください。

〇２番（工藤祥子） 核燃料サイクルが回らない、

実現が疑問視されるのが57％という世論調査の結

果が出ています。

以上で終わります。

〇議長（大瀧次男） これで、工藤祥子議員の質問

を終わります。

、 。ここで 午後２時20分まで暫時休憩いたします

午後 ２時１０分 休憩

午後 ２時２０分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎浅利竹二郎議員

〇議長（大瀧次男） 次は、浅利竹二郎議員の登壇

を求めます。20番浅利竹二郎議員。

（20番 浅利竹二郎議員登壇）

〇20番（浅利竹二郎） ただいま大瀧議長よりご指

名をいただきました自由民主党、自民クラブの浅

利竹二郎でございます。むつ市議会第251回定例

会において、２項目の一般質問を行います。

緊迫するウクライナ情勢については、本日何人

かの同僚議員が触れられておりますので、省略さ

せていただきますが、我が国にとって、今回のウ

クライナ情勢を他山の石として、今後日本の安全

保障について真剣に考えていただきたいと強く訴

えたいと思います。

さて、この春定年退職される職員の皆様におか
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れましては、むつ市民のため、家族のために歯を

食いしばって務め上げ、晴れて定年を迎えられる

。 、わけであります 奉職数十年に思いをいたすとき

万感胸に迫るものがあろうかとご推察申し上げま

す。本当にご苦労さまでした。

また、新型コロナ感染症対策、降雪除排雪等の

監視体制を含め、市民の幸せを願い日夜奮闘され

ている多くの職員の皆様におかれましても、深甚

なる敬意と感謝を申し上げ、質問に入ります。

質問の１項目めは、市長の政治姿勢についてで

あります。市長の令和４年度一般施政方針にもう

たわれておりますように、私たちは今暗いトンネ

ルの中におり、市政を取り巻く環境は誠に厳しい

ものがあると言わざるを得ません。少子高齢化社

会の伸長による生産者人口の減少で、社会は活力

を失いつつあるのか、第６波に及ぶ新型コロナウ

イルスの脅威にさらされ、地域経済、市民生活は

疲弊しております。

さらに、そのあおりを受けた地域最大の企業ア

ツギ東北株式会社むつ工場閉鎖の方針が決まり、

500人の従業員が職を失うことになってしまいま

した。次々に問題山積する中において、宮下市長

におかれては、陣頭指揮の下、適切な判断力、指

導力、行動力等で、これまで２期８年にわたって

むつ市政を率いてこられ、下北のむつ市から全国

に認知されるほどの活躍ぶりで、その成果は論を

またないところであるものの、依然としてむつ市

を取り巻く社会情勢が厳しいものであることに変

わりありません。

このような状況下、２期目任期残すところ３か

月と迫っている折、改めて市長の政治姿勢につい

て、次の３点につきお伺いいたします。

１点目、現下の社会情勢及びむつ市政の課題に

ついて、所見を求めます。

２点目、アフターコロナに向けた出口戦略につ

いて、どう考えるかお尋ねいたします。

３点目、上記の課題を克服するため、引き続き

むつ市政の先頭に立ち、市民の期待に応え、責任

を果たす決意はあるのかどうか。

以上、３点お伺いいたします。

質問の２項目めは、高齢化社会の諸問題につい

てであります。日本は高齢化率が21％を超え、超

高齢化社会に突入しております。世帯構造では、

夫婦のみ世帯と単独世帯合わせて６割の数値とな

り、さらに団塊の世代が間もなく後期高齢者の仲

、 。間入りするなど 社会に深刻さを加えております

最近私は、高齢の夫婦のみ世帯で奥様の死に直面

し、途方に暮れた知人に相談され、お手伝いをす

る場面がありました。86歳の奥様に先立たれた知

人は、家事一切、通帳管理等全て奥様に任せっき

りであったため、現在大変苦慮しております。特

に私の周囲では、夫婦とも県外出身者の高齢者が

多く、親類縁者が全くいないか、いても日頃から

疎遠であり、赤の他人以上に交流がない家族が見

受けられます。

遅きに失した嫌いはあるものの、早急に身辺整

理等の終活に手をつけておけばよかったと悔やん

でいるのでありますが、どこから手をつけてよい

のか分からない状況の中で日々過ごしておりま

す。

また、今回切実に感じたことは、人の死には市

役所窓口を含め多くの書類手続が必要だというこ

とであります。高齢化社会の中、近くに頼れる親

類縁者もいなく、手続に苦慮する事態が生じてい

るのが実情であります。

さらに、今後は親類縁者もお墓もなく、供養し

てくれる人もいない世帯が常態化する可能性も懸

念されます。終活、終末は個々の問題と認識して

いるものの、いざその場面に直面する市民にとっ

て、心のよりどころが市役所であってほしいもの

、 。との思いから 次の３点につきお伺いいたします

１点目、終活に悩む高齢者世帯からの相談専用
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窓口が必要ではないか。

２点目、死亡に伴う手続きの市役所窓口一元化

が必要ではないか。

３点目、無縁物故者慰霊碑の供養状況等はどう

なっているか。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 浅利議員のご質問にお答え

いたします。

まず、市長の政治姿勢についてのご質問の１点

目、現下の社会情勢及びむつ市政の課題について

並びにご質問の２点目、アフターコロナに向けた

出口戦略につきましては、関連がありますので、

一括してお答えいたします。

現在むつ市内の社会情勢は、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受け、極めて厳しい状況にある

と認識しております。全国的に猛威を振るう強力

な感染力を持つオミクロン株は、市民の皆様の健

康と生活を脅かし、また市内の産業、経済にかつ

てない多大な影響を与えております。そして、先

月20日、アツギ株式会社から、新型コロナウイル

ス感染症拡大に伴う需要低迷を受け、本年５月

31日をもって国内生産業務を終了し、アツギ東北

株式会社むつ事業所を閉鎖する旨の発表が出し抜

けにありました。500人を超える離職者が発生す

る見通しとなり、むつ市政始まって以来最大の雇

用危機であります。むつ市が全国のコロナ禍の影

響を一身に受けることになり、これは一地域だけ

の問題ではなく、国レベルの雇用創出とも言える

事態だと考えております。

この危機的局面においては、早期のワクチン接

種をはじめとした総合的な対策による感染拡大を

防止し、コロナ禍を乗り越えること、新型コロナ

ウイルス感染症により疲弊した市内経済を立て直

すこと、そしてアツギショックを乗り越え、新規

雇用を創出することが喫緊の課題であり、これら

の課題を解決することがアフターコロナに向けた

出口戦略であると考えております。

市民の皆様、事業者の皆様と一丸となって感染

、 、症対策に取り組み そして経済と雇用の観点から

新時代にふさわしいむつ市の新しい未来を提示

し、取組を進めてまいりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

次に、ご質問の３点目、上記の課題を克服する

ため、引き続きむつ市政の先頭に立ち、市民の期

待に応え、責任を果たす決意はあるかについてお

答えいたします。この非常事態、災害時のような

コロナ禍の難局において私に求められていること

は、まずは感染第６波を乗り越えて経済回復への

道筋をつけ、さらにはアツギショック後の新しい

むつ市の企業誘致と連動したまちづくりの方針を

示し、残された任期を全うすることだと考えてお

ります。そのため、午前中の原田議員への答弁で

も申し上げたとおり、現時点では自身の出処進退

については語るべきものではないと認識してお

り、全くの白紙であります。

浅利議員は、最初の選挙のときの選挙対策本部

長を務めていただき、そういう意味では、市長宮

下宗一郎の産みの親、そして８年間育てていただ

いた政治家としての育ての親でもあります。今後

このことに関しても、議員のアドバイスをいただ

きながら進めてまいりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

次に、高齢化社会の諸問題についてのご質問に

ついては、担当部長からの答弁とさせていただき

ます。

〇議長（大瀧次男） 福祉部長。

〇福祉部長（藤島 純） 高齢化社会の諸問題につ

いてのご質問の１点目、終活に悩む高齢者世帯か

らの相談専用窓口の設置についてお答えいたしま

す。
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少子高齢化や核家族化の進行、価値観の多様化

等により、独り暮らしや高齢者夫婦のみで生活す

る方が増加する中、人生の最期に向けて様々な不

安を抱える方は増えていくものと思われます。市

では、人生の最期に向けて、医療、介護、葬儀や

お墓等に関する自分の思いを整理し、その思いを

大切な人に残すためのエンディングノートを平成

30年度から無料で配布しております。エンディン

グノートを活用し、自分らしい最期を迎えるため

の希望や準備しておくべき事柄を整理し、不安の

軽減に役立てていただきたいと考えております。

また、ご自身の死後の葬儀や財産整理等のご相

談につきましては、件数は少ないものの、市に相

談があった際には、必要に応じて葬祭事業者や弁

護士についての情報を提供するなど、可能な範囲

で対応しているところでございます。

しかしながら、葬儀や財産整理等の個人的な事

柄につきましては、行政としての対応には限界が

あるものと認識しております。相談専用窓口の設

置につきましては、今後におきまして、地域の実

情や他自治体の取組等を踏まえながら調査研究し

、 。てまいりますので ご理解を賜りたいと存じます

〇議長（大瀧次男） 民生部長。

〇民生部長（杉澤一徳） 高齢化社会の諸問題につ

いてのご質問の２点目、死亡に伴う手続きの市役

所窓口一元化が必要ではないかについてお答えい

たします。

現在市では、市民課窓口での死亡届の受付の際

には、お悔やみに関する手続、担当課、必要なも

の等を記載した手続きガイドをお渡しすること

で、手続の円滑化に努めております。また、市役

所以外で想定される手続について、併せてお知ら

せするなど、手続におけるご遺族の不安感の解消

を心がけております。

窓口の一元化につきましては、現在ご遺族お一

人お一人の手続が異なるため、各担当課における

丁寧な対応が必要と考え、市民課において住民異

動届を作成後、手続が必要な関係課へご案内する

取扱いとしておりますが、今後手続の不安の解消

及び庁舎内での移動を少なくするため、なるべく

１か所で手続を可能とするいわゆるお悔やみコー

ナーの設置について検討してまいりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の３点目、無縁物故者慰霊碑の供

養状況等はどうなっているのかについてお答えい

たします。墓地公園にあります無縁物故者慰霊碑

につきましては、昭和63年度に建設され、市内で

お亡くなりになられた行旅死亡人や供養する方が

いないと認められる方などを収蔵しています。近

年は、収蔵される方が増加し、現在97体が収蔵さ

れております。収蔵場所に余裕がなくなったこと

から、本年度骨つぼを移し替え、スペースを確保

したところでございますので、ご理解を賜ります

ようお願いいたします。

〇議長（大瀧次男） 20番。

〇20番（浅利竹二郎） ありがとうございました。

それでは、再質問に入りますけれども、まず市長

の政治姿勢についてでございますが、今回は市長

の３選出馬を促すつもりでここに立っております

けれども、この際ですから、日頃の思いをちょっ

と述べさせていただきます。

私は、秋田県出身ですけれども、常々青森県は

おかしな県だなという思いでおりました。いまだ

津軽だ、南部だとの綱引きがあり、むつ下北はそ

のはざまでいつも揺れ動いております。そろそろ

この下北から風雲児というか、快男児というか、

そういう人が中央政界、県政トップで活躍してく

れないものかと考えてきました。今夏には参議院

議員通常選挙、来年は青森県知事選挙と日程が決

まっておりますけれども、今はそのチャンス、今

しかないという強い思いは私だけでありましょう

か。
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昨今全国の知事には、若い40代のイケイケが次

から次へと登場し、先月21日は長崎県に39歳の知

事が誕生しました。翻って我が宮下市長、キャリ

アとして中央省庁での経験、ニューヨーク領事の

外交経験、加えてむつ市長として地方自治運営の

経験も積まれ、それぞれ卓越した業績を残してき

たことは周知のとおりであります。年齢も40代前

半、他県のどの知事と比肩しても、何ら遜色はあ

りません。誠に唐突ですけれども、青森県知事に

挑戦していただきたいです。ご答弁をお願いしま

す。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） テレビカメラ、全員帰って

しまいました。いや、唐突でしたので、大変驚い

ておりますけれども、ふと思ったのが、イタリア

映画で「ニュー・シネマ・パラダイス」というの

があって、その一節というか、ワンシーンをちょ

っと思い出しました。

今のご発言は、行く末を案じていただいて、そ

してご期待をいただいていることだというふうに

理解をしています。そのことについては、心から

感謝申し上げたいと思いますけれども、今日一日

中同じことを申し上げて申し訳ないのですが、や

はり市長としての務めを果たすことが今私に求め

られているということだと思いますので、今いた

だいた問いかけをこれから励みに、今日一日しっ

かり頑張っていきたいと、このように考えてござ

います。

〇議長（大瀧次男） 20番。

〇20番（浅利竹二郎） 答弁は大体予想しておりま

したけれども、しかし市長としては今コロナ対策

だとか、アツギ退職者の雇用創出等、諸問題、諸

課題が山積みしている市長職務に専念したいとい

う固い決意のようであります。

先日津軽地方の議長仲間だった知人から、むつ

市の宮下さんはどうするのだと、知事選に出ない

のか、出たら応援するよという言葉をいただきま

した。その間多くの県民からも期待が寄せられて

おります。適切な出処進退を明らかにし、県民や

むつ下北に住む全ての人々、そして我々後期高齢

者にも夢を見させていただきたいと期待しており

ます。

次は、高齢化社会の諸問題についての再質問で

すが、１点目、終活に悩む高齢者世帯からの相談

専用窓口が必要ではないかとのことについてでご

ざいますが、先ほど終活についてご説明いただき

ました。エンディングノートなるものがあること

も、最近知りました。周囲では、財産処理の問題

や、病気入院等の身元保証人はどうしたらいいの

かなど問題を抱え、苦慮している世帯が急増して

おります。これら高齢者世帯が抱える問題にアド

バイスを与え、方向性を示していける相談専用窓

口の設置は必要急務と考えておりますけれども、

そのことについて再度お伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 福祉部長。

〇福祉部長（藤島 純） お答えします。

高齢者世帯の様々な相談に対応する窓口とし

て、現在地域包括支援センターを運営してござい

ます。今後におきましても、センターではご本人

の気持ちに寄り添い、可能な範囲で対応してまい

りたいと考えております。

ただ、葬儀や財産処分等の問題に向き合う終活

につきましては、行政としての関わり方が難しい

場面もあると考えております。他の自治体の取組

等を調査研究してまいりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 20番。

（ ） 、〇20番 浅利竹二郎 いろいろ問題があることは

重々理解しておりますけれども、時代の流れに対

応した行政、窓口について、前向きな調査研究等

をよろしくお願いいたします。

次、２点目、死亡に伴う手続きの市役所窓口一
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元化が必要ではないかについてでありますけれど

も、先ほど民生部長から、お悔やみコーナーの設

置を検討していただけるという前向きなご回答を

いただきました。高齢化社会の伸長に伴い、死亡

に伴う市役所窓口の一元化が必要急務と考えてお

りましたので、大変ありがたく、よろしくお願い

いたします。

次、３点目ですけれども、無縁物故者慰霊碑の

供養状況等はどうなっているのかの再質問です

が、先ほど慰霊碑の遺骨収蔵基準についてご答弁

いただきました。今後高齢化社会の伸長に伴い、

いわゆる無縁物故者として慰霊碑に収蔵、供養さ

れる遺骨も多くなるように考えますが、市として

はどのように措置されるのか、再度お伺いいたし

ます。

〇議長（大瀧次男） 民生部長。

〇民生部長（杉澤一徳） お答えいたします。

本年度慰霊碑の中のスペースを確保するため、

骨つぼを移し替えたところでございまして、当面

の間は収蔵可能となるものと考えておりますの

で、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 20番。

〇20番（浅利竹二郎） 今回、高齢化社会の現実問

題としていろいろ取り上げてみましたけれども、

今後とも社会のニーズに沿った行政に心がけいた

だきますようよろしくお願いいたします。

なお、１点目の市長の政治姿勢についてであり

ますけれども、いろいろ大変唐突に失礼なことを

申し上げたかもしれませんけれども、要はこれ我

々も含めて地元むつ下北の地域の人、それと県民

含めて期待されているということを、市長も十分

そこら辺認識しているのか、これから認識しても

らいたいと。そしてそういう行動で、今後市長選

挙まであと３か月、次私が求める青森県知事選挙

まで１年３か月になりますけれども、そういう心

構えを持って行動していただきたいと強く要望し

まして、今回の質問を終わります。

〇議長（大瀧次男） これで、浅利竹二郎議員の質

問を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（大瀧次男） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

なお、明３月８日は議案質疑及び委員会付託並

びに佐藤広政議員、杉浦弘樹議員、鎌田ちよ子議

員、佐賀英生議員、富岡直哉議員、佐藤武議員の

一般質問を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時４２分 散会
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